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D-221 嫌気性培養加算（糞便）（適応） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、糞便による嫌気性培養加算については、偽膜性腸炎やクロ

ストリジオイデス・ディフィシル（クロストリジウム・デフィシル）感染

症の診断を除き認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 嫌気培養は偏性嫌気性菌の検出を目的として行われるものであり、偽膜

性腸炎やクロストリジオイデス・ディフィシル（クロストリジウム・デフ

ィシル）感染症等、嫌気性菌による感染を疑う場合のみ、算定が認められ

ると整理した。 

 


